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(57)【要約】
【課題】フラッシュパネルのコア材として用いるのに適
した木質構造体であって、強度および取り扱い性に優れ
るとともに、面材との接着強度が高く、面材を十分に補
強することができ、廃材の再利用が可能な木質構造体を
提供する。
【解決手段】伸縮可能な木質構造体１であって、木質材
料からなる帯状の板基材２を、板面同士を対向させて多
数積層し、前記板基材２には、板基材の幅方向に平行で
あって、板基材の上面または下面に開口する折曲用溝３
を複数設け、反対側の板面に貼着したフレキシブルシー
ト４により、折曲用溝３の両側を折り曲げ可能に繋げ、
且つ、全ての折曲用溝３の開口が、屈曲方向と反対側に
なるよう、折曲用溝３の開口方向と板基材２の接着箇所
を構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸縮可能な木質構造体であって、
木質材料からなる帯状の板基材を、板面同士を対向させて多数積層したこと、
前記板基材には、板基材の幅方向に平行であって、板基材の上面または下面に開口する折
曲用溝が複数設けられていること、
少なくとも、板基材端部に最も近い溝を除く全ての折曲用溝が、上面に開口する溝と下面
に開口する溝の２本ごとの繰り返しにより配置されていること、
前記板基材はそれぞれ、隣接する板基材と、折曲用溝の開口同士あるいは先端同士が向か
い合うか近接するように積層されていること、
前記板基材はそれぞれ、折曲用溝で区切られた区画を一単位として、隣接する板基材と接
着される一単位と当該板基材と接着されない三単位の繰り返しにより、隣接する板基材と
連結されていること、
前記接着される一単位は、同じ面に開口する溝によって挟まれた一単位か、あるいは板基
材の端部に存在する一単位であり、溝開口側の面により隣接する板基材と接着されている
こと、
前記折曲用溝の先端が反対側の板面に実質的に達しており、当該反対側の板面に貼着され
たフレキシブルシートにより、溝両側の単位が折り曲げ可能に繋がっていること
を特徴とする木質構造体。
【請求項２】
　前記板基材において、長さａの一単位と、長さｂの一単位が繰り返されるように前記折
曲用溝が形成されており、前記長さａの一単位は、隣接するいずれの板基材とも接着され
ない単位であって、長さａ＞長さｂであることを特徴とする、請求項１に記載の木質構造
体。
【請求項３】
　伸縮可能な木質構造体であって、
木質材料からなる帯状の板基材を、板面同士を対向させて多数積層したこと、
前記各板基材の間に、木質材料からなり、前記板基材と実質的に同じ幅の伸縮用板部材が
介在していること、
前記伸縮用板部材には、折曲用溝が、幅方向に平行に複数設けられており、前記折曲用溝
で区切られた区画を一単位として、いずれの板基材とも接着されない二単位を挟んで、そ
の両側の一単位の板面が、当該伸縮用板部材を挟む板基材の一方ずつに接着されているこ
と、
前記折曲用溝は全て、前記板基材と接着される側の板面に開口していること
前記折曲用溝の先端が反対側の板面に実質的に達しており、当該反対側の板面に貼着され
たフレキシブルシートにより、溝両側の単位が折り曲げ可能に繋がっていること
を特徴とする伸縮可能な木質構造体。
【請求項４】
　前記折曲用溝が、断面Ｖ字型の溝であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載の木質構造体。
【請求項５】
　前記板基材および／または伸縮用板部材が、厚み２～９ｍｍ、幅１０～４０ｍｍの板で
あることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の木質構造体。
【請求項６】
　前記板基材および／または伸縮用板部材が、化粧板の端材であることを特徴とする、請
求項１～５のいずれか１項に記載の木質構造体。
【請求項７】
　フラッシュパネル用のコア材として用いられるものであることを特徴とする、請求項１
～６のいずれか１項に記載の木質構造体。
【請求項８】
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　請求項１～６のいずれか１項に記載の木質構造体をコア材とするフラッシュパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フラッシュパネル等のコア材として利用することができる木質構造体、およ
び当該木質構造体をコア材とするフラッシュパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、世界的に木質性資源の枯渇、リユースされた木質材料の工業化への規制強化が進
んでいる。家具・建具材料に用いられる、約３ｍｍ程度の厚さの木質材料からなる平板（
例えば、合板、パーティクルボード、ＭＤＦ［木材繊維を接着剤と共に熱圧・成板した木
質ボード］の各１あるいは、それぞれの複合材）は主に「面材」と呼ばれ、表面にポリエ
ステル塗装を行ったものや、オレフィン系のシートを貼ったものなど多種多様なものがあ
る。これらの面材は、表面の化粧が鮮やかである一方、製造工程で発生するその端材は、
表面に塗布あるいは貼付された材料（ポリエステル樹脂や、オレフィン紙など）のため粉
砕して再加工しても、接着性や表面意匠性などのため、パーティクルボード等にできない
。その結果、焼却処分する事が主になっている。
【０００３】
　一方、家具や建具には見えない部分に紙質（ダンボール）を使用して、強度や物性（反
り曲がりの矯正など）を向上させているものがある。代表的なものとして、紙製のハニカ
ムコアを面材でサンドイッチした構造をもつ、フラッシュパネルが挙げられる。しかし、
紙製のコアは、それ自体としても、製品化後も、強度、反り、表面接着強度についてきわ
めて重篤な欠点が発生しやすい。例を挙げると、紙製のコアを用いたフラッシュパネルで
は、（１）コア材が薄いため、コア材と面材の接着面積が少なく、接着力不足のため、は
く離しやすい。したがって、面材のひずみを十分に吸収できない。また、コア材が薄くて
軽く、十分な強度を有していないため、面材が変位（反り曲がり等）したときに、フラッ
シュパネル自体に反り曲がりが発生する。（２）面材が木質材料であり、コア材が紙質材
料であって、両部材の素材が違うため効果的に接着できる接着剤が少ない。（３）面材自
身の強度は小さいため、コア材により十分に補強されていないと、連続的な開閉に伴う衝
撃、面材に対する不規則な衝撃があった場合、面材の破損が生じる。などといった問題が
存在する。
【０００４】
　コア材としての効果を高めるため、例えば、紙製ハニカムコアのピッチ（間隔）を小さ
くすることが考えられるが、コア材の量が増えると、重量が重くなるとともに、コストが
かかるという問題がある。また、紙製ハニカムコア材はリサクルするよりバージンパルプ
から製造したほうが安く環境に優しいため、資源のリサイクルという課題を解決できない
といった問題も存在する。
　特許文献１には、ハニカムコアのセル構造を工夫することにより、ハニカムコアの圧縮
強度を向上させる発明が開示されているが、上記問題点全てを有効に解決することはでき
ない。
【特許文献１】特開平８－２３８６９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述した問題を解決するため、特にフラッシュパネルのコア材として用いる
のに適した木質構造体であって、強度および取り扱い性に優れるとともに、面材との接着
強度が高く、面材を十分に補強することができ、廃材の再利用が可能な木質構造体を提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】



(4) JP 2010-42570 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

　本発明者は、上記課題を解決するため、面材の端材でコア材を製造することに想到し、
試作を繰り返した結果、剛性の高い板材からなる構造体でありながら、伸縮可能で取り扱
い性に優れた木質構造体を作成することに成功し、本発明を完成した。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の構成を有する。
　伸縮可能な木質構造体であって、
木質材料からなる帯状の板基材を、板面同士を対向させて多数積層したこと、
前記板基材には、板基材の幅方向に平行であって、板基材の上面または下面に開口する折
曲用溝が複数設けられていること、
少なくとも、板基材端部に最も近い溝を除く全ての折曲用溝が、上面に開口する溝と下面
に開口する溝の２本ごとの繰り返しにより配置されていること、
前記板基材はそれぞれ、隣接する板基材と、折曲用溝の開口同士あるいは先端同士が向か
い合うか近接するように積層されていること、
前記板基材はそれぞれ、折曲用溝で区切られた区画を一単位として、隣接する板基材と接
着される一単位と当該板基材と接着されない三単位の繰り返しにより、隣接する板基材と
連結されていること、
前記接着される一単位は、同じ面に開口する溝によって挟まれた一単位か、あるいは板基
材の端部に存在する一単位であり、溝開口側の面により隣接する板基材と接着されている
こと、および
前記折曲用溝の先端が反対側の板面に実質的に達しており、当該反対側の板面に貼着され
たフレキシブルシートにより、溝両側の単位が折り曲げ可能に繋がっていること
を特徴とする。
【０００８】
　上記木質構造体（第一の木質構造体）は、折り畳んだ状態では、平板が積層された状態
と同じであり、縦－横のサイズが、（板基材の厚み×板基材の枚数）－板基材の長さ、と
なるため、非常にコンパクトである。そして、上記構成のため、上記木質構造体の各板基
材は、その上下に積層された板基材と、－上の板基材と接着される単位／接着されない単
位／下の板基材と接着される単位／接着されない単位－の四単位の繰り返しにより、上下
の板基材と連結しており、上記木質構造体を積層方向に引っ張ると、折曲用溝により各板
基材が屈曲し、六単位に囲まれたセルが複数出現し、積層方向に伸展する。
【０００９】
　この際、折曲用溝の全てが、板面の上面または下面のいずれかのみに開口した板基材を
用いると、屈曲がスムーズに起こらない箇所が生じ、木質構造体の形状を自在に変形する
ことができない。無理に屈曲させると、フレキシブルシートの破断が生じる。本発明者は
、形状を自由自在に変形でき、積層方向（板基材の厚み方向。以下、縦方向とも称する）
にも板基材の長さ方向（以下、横方向とも称する）にも伸縮可能な構造体を開発するため
に試作を繰り返した結果、全ての折曲用溝を屈曲方向（折曲用溝を挟む両側の単位により
１８０度未満の角度が形成される側）と反対側に開口させることにより、従来から存在す
る紙製のハニカムコアよりもさらに形状の自由度に富んだ木質構造体を製造することに成
功した。
　すなわち上記木質構造体では、基本的に、上面に開口する折曲用溝と下面に開口する折
曲用溝が、２本ごとに交互に設けられており、板基材はそれぞれ、隣接する板基材（上下
に積層される板基材）と、溝の開口同士あるいは溝先端同士が向かい合うか近接するよう
に積層されており、隣接する板基材と接着される一単位は、同じ面に開口する溝によって
挟まれた一単位か、あるいは板基材の端部に存在する一単位であり、溝開口側の面により
隣接する板基材と接着されている。このように構成することにより、全ての折曲用溝を屈
曲方向と逆方向に開口させることができ、木質構造体を積層方向に伸ばした際には、全て
の折曲用溝で屈曲がスムーズに起こり、板基材を自在に引き伸ばすことができ、加えて、
積層方向に伸ばした木質構造体を、板基材の長さ方向にも自在に伸縮させることができる
。
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【００１０】
　なお、従来から、紙製のハニカム構造体として、六角形のセル構造を多数有する構造体
が存在する。これらは柔軟な紙製のシートからなるため、形状を変形させることは可能で
ある。しかし、力を除くと、バネのように元の状態に戻ろうとする力が働くため、変形さ
せた形状をそのまま保つことはできない。これに対し、上記木質構造体は、屈曲方向と逆
方向に開口した折曲用溝を有するため、力を除いても屈曲角度が維持され、一旦変形した
形状をそのまま保つことができる。
【００１１】
　また、上記木質構造体は、木質の板からなるため、紙製のシートからなるコア材と比べ
て強度が高く、また、フラッシュパネルに用いた場合、面材とコア材が共に木質材料であ
るため、両部材を強力に接着することができ、面材とコア材の剥離が生じにくい。そのた
め、面材を効果的に補強することができ、面材のひずみを吸収できるため、フラッシュパ
ネルの反り曲がり等が発生しにくい。
【００１２】
　本発明の上記課題は、以下の構成を有する木質構造体（第二の木質構造体）によっても
解決される。
　伸縮可能な木質構造体であって、
木質材料からなる帯状の板基材を、板面同士を対向させて多数積層したこと、
前記各板基材の間に、木質材料からなり、前記板基材と実質的に同じ幅の伸縮用板部材が
介在していること、
前記伸縮用板部材には、折曲用溝が、幅方向に平行に複数設けられており、前記折曲用溝
で区切られた区画を一単位として、いずれの板基材とも接着されない二単位（非接着単位
）を挟んで、その両側の一単位（接着単位）の板面が、当該伸縮用板部材を挟む板基材の
一方ずつに接着されていること、
前記折曲用溝は全て、前記板基材と接着される側の板面に開口していること
前記折曲用溝の先端が反対側の板面に実質的に達しており、当該反対側の板面に貼着され
たフレキシブルシートにより、溝両側の単位が折り曲げ可能に繋がっていること
を特徴とする。
【００１３】
　第二の木質構造体は、上記構成を有するため、板基材の間に介在する伸縮用板部材の、
非接着単位間に形成される角度を変更することにより、各板基材間の距離を変更させて、
木質構造体を積層方向に伸縮させることができる。
　そして、伸縮用板部材では、折曲用溝は全て、板基材と接着される側の板面に開口して
いるため、フレキシブルシートを破断させることなく、接着単位と重ならない方向向きに
、２つの非接着単位を折り重ねることができる。したがって、接着単位と非接着単位が重
ならないため、板基材間の距離を効率よく縮めることができる。また、伸縮用板部材の板
面と板基材の板面とを接着させる構成であるため、接着が容易であり、且つ、板基材と伸
縮用板部材を強固に接着させることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の木質構造体は、紙製のハニカムコアと比べて強度が高く、フラッシュパネルの
コア材として用いた場合、面材との接着強度も高いため、面材を十分に補強することがで
きる。また、伸縮するため、保管や持ち運びに便利であり、コア材として使用する際には
、面材のサイズに合わせてサイズ調整ができる。さらに、化粧板の端材を使用できるため
、廃材の再利用が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明において、木質材料とは、木材自体や、木材を加工して得られる単板、チップ、
繊維などを原料として製造される材料を意味し、家屋や家具の材料として汎用されている
ものを使用することができる。板基材および伸縮用板部材は、木質資源の有効活用の観点



(6) JP 2010-42570 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

から、再加工が難しい化粧板（例えばフラッシュパネルの面材等）の端材が好ましい。特
に、板面にポリエステル塗装を行ったものや、オレフィン系のシート、紙シート等を貼っ
たものであれば、板面全体にフレキシブルシートが貼着された状態となっているため、折
曲用溝の先端側の板面表面に改めてフレキシブルシートを貼着する必要がなく、便利であ
る。
【００１６】
　化粧板の端材を板基材や伸縮用板部材に使用する場合、板基材の板面同士、あるいは板
基材の板面と伸縮用板部材の板面の接着は、板面表面の化粧剤を考慮して、適切な接着剤
を使用すればよい。例えば、板表面がポリオレフィン系のシートで被覆されている場合は
、酢酸ビニル樹脂系の接着剤、板表面が紙ベースの含浸紙、強化紙、ウレタンコート紙で
被覆されている場合は、サンディング加工後酢酸ビニル樹脂系接着剤を使用すればよい。
　また、板面表面がＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）などで被覆されている場合は、接着剤の代
わりにＴＨＦ（テトラヒドロフラン）を塗布し、溶けたＰＶＣにより板面同士を接着する
こともできる。
　一方、板基材や伸縮用板部材と面材との接着には、酢酸ビニル樹脂系接着剤等、木質材
料の接着に好適な接着剤を使用することができる。
【００１７】
　板基材および伸縮用板部材の厚みは、面材との接着を強固なものとする観点から、２ｍ
ｍ以上あることが好ましい。他方、分厚すぎると重量が重くなるため９ｍｍ以下とするこ
とが好ましい。より好ましい厚みは２～４ｍｍであり、特に好ましい厚みは２．５～３．
５ｍｍである。
【００１８】
　板基材および伸縮用板部材の幅は、用途に合わせ（製造するフラッシュパネル自体の厚
み等）適宜選択すればよい。コア材として用いる場合、幅１０～４０ｍｍが一般的であり
、２０～４０ｍｍ、特に２５～３５ｍｍがより汎用されるサイズである。また、本発明の
木質構造体は、折り重ねることができるため、その状態でカンナをかけて、幅を適宜調節
することも可能である。特に、本発明にかかる第一の木質構造体は、板基材の板面同士が
完全に合わさった状態に重なるため、非常にカンナがかけやすく、幅の調節が容易である
。
【００１９】
　板基材の長さも、用途に合わせ（例えば、製造するフラッシュパネルのサイズやコア材
を収納する枠体の構成等）適宜選択すればよい。一般にフラッシュパネルでは、面材と面
材の間に、枠体（芯材とも呼ばれる）があり、この枠体は、面材に対応するサイズの外枠
と、枠内を２～４区画に分割する仕切板とで構成され、各区画に紙製のハニカムコア等の
コア材を配置する構成をとっている。フラッシュパネルのコア材として用いる場合、板基
材の長さは６００～１０００ｍｍが一般に使いやすい範囲である。例えば、一般的なサイ
ズ（約８００ｍｍ×約２０００ｍｍ）のフラッシュパネルの場合、枠内が横方向に平行に
３分割されている場合、長さ６００～８００ｍｍ程度の長さの板基材が適当であり、２分
割されている場合は、長さ７００～１０００ｍｍ程度の長さの板基材が適当である。
　なお、本発明にかかる第一の木質構造体は、縦横どちらにも伸縮するため、縦方向のサ
イズ調整はもちろん、横方向のサイズ調整も可能である。したがって、フラッシュパネル
の横方向の長さが板基材の長さより短い場合であっても、板基材を切断することなく、対
応可能である。
【００２０】
　本発明において、フレキシブルシートは、折り畳み可能な柔軟性を有し、開閉を繰り返
しても容易に破断しない耐久性を有するものであればよい。したがって、材質は特に制限
されず、合成樹脂製であっても布製であっても紙製であってもよい。また、フレキシブル
シートは、少なくとも折曲用溝が存在する箇所に設けられていればよい。なお、溝先端側
の板面の表面にフレキシブルシートが少なくとも一層貼着されている状態となっていれば
よく、フレキシブルシートを設ける方法は特に限定されない。例えば、板面にフレキシブ
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ルシートを貼付してもよく、あるいは、板面に合成樹脂を塗装し、硬化させてシート状の
層を形成してもよい。
【００２１】
　本発明において、板基材を多数積層したとは、少なくとも板基材を４枚以上積層したこ
とを意味する。８枚以上積層したものがより好ましい。扉等の汎用サイズのフラッシュパ
ネルに用いる場合、１０～１５枚程度積層したものが好適である。
【００２２】
　一単位の長さ（隣り合う折曲用溝同士の間隔）は、特に限定されないが、３０ｍｍ～１
２０ｍｍ程度が好ましい。また、接着単位より、非接着単位を長くすることにより、伸縮
度の高い構造体とすることができる。好ましい一例として、接着単位が４０ｍｍ～５０ｍ
ｍであり、非接着単位が６０ｍｍ～１００ｍｍの木質構造体を挙げることができる。
【００２３】
　本発明にかかる第一の木質構造体において、板基材は、長さａの一単位と、長さｂ（ａ
＞ｂ）の一単位が繰り返されるように折曲用溝が形成されており、前記長さａの一単位は
、隣接するいずれの板基材とも接着されない単位であることが好ましい。接着される単位
より、接着されない単位を長くすることにより、全ての単位が同一長さのものに比べて、
形状の自由度をより高めることができ、縦横両方向への伸び率が高い構造体とすることが
できる。長さａは長さｂの１．５～２．０倍程度とすることが好ましい。
【００２４】
　折曲用溝の例として、Ｖ溝、Ｒ溝、ノコ溝等が挙げられる。特に、断面Ｖ字型（または
断面逆Ｖ字型）のＶ溝が好ましい。Ｖ溝の角度は、３０～１５０度が適当である。溝加工
は、NCルータや丸鋸等の工具を用いて形成すればよい。
【００２５】
　本発明にかかる第一の木質構造体において、板基材はそれぞれ、隣接する板基材（上下
に積層された板基材）と、折曲用溝の開口同士あるいは溝先端同士が向かい合うか近接す
るように積層されている必要があるが、ここで、近接とは、溝開口同士あるいは溝先端同
士が完全に向かい合わずにずれているが、そのずれが、溝の中心軸を基準として１０ｍｍ
以内であることを意味する。ずれは小さいほうが好ましく、折曲用溝の中心軸が完全に一
致した構成とすることがより好ましい。
【００２６】
　本発明にかかる第一の木質構造体において、「少なくとも、板基材端部に最も近い溝を
除く全ての折曲用溝が、上面に開口する溝と下面に開口する溝の２本ごとの繰り返しによ
り配置されている」とは、板基材に存在する全ての折曲用溝、または、片方の端もしくは
両方の端に最も近い折曲用溝を除いた全ての折曲用溝が、上面に開口する溝２本と下面に
開口する溝２本の繰り返しにより構成されていることを意味する。
　つまり、基本的に板基材は、上面に開口する溝と下面に開口する溝が、２本ごとに交互
に配置された構成を有しているが、板基材の両端では、２本セットとなっていなくてもよ
い。したがって、板基材の端部に最も近い溝とその隣の溝は、反対面に開口していてもよ
い。
【００２７】
　以下、実施例により本発明にかかる木質構造体をより詳細に説明する。
【実施例１】
【００２８】
　以下の手順により、本発明にかかる第一の木質構造体を製造した。図１に本実施例の木
質構造体の積層状態（板基材が折り重なった状態）を模式的に示す。Ａは側面図であり、
Ｂは正面図および一部拡大図であり、Ｃは底面図である。実物では板基材間に隙間はない
が図中では板基材の境目および接着箇所を明確にするため、板基材間に隙間を設け、接着
箇所を黒塗りで示している。また、フレキシブルシートは、一部拡大図にのみ記載する。
　板基材２として、化粧板の端材を利用した。前記化粧板は、木製の薄板であり、両面に
厚み約０．１５ｍｍの紙製のシート４が貼付されている。板基材の厚みは３ｍｍである。
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長さ約６１０ｍｍの板基材２を８枚用意し、板基材の板面上に、NCルータにより、断面形
状が角度９０度のＶ字形状をなす折曲用溝３を複数本、板基材の幅方向に平行に形成した
。また、折曲用溝３は、板基材２の両端に最も近い溝を除き、板基材の上面に開口する溝
と下面に開口する溝が、２本ごとに交互に配置されるよう形成した。すなわち、図１Ｂに
示すように、板基材を断面から見た際、溝断面は、∨・∧・∧・∨・∨・∧・∧・∨（ま
たはその上下逆）となっている。隣り合う溝同士の間隔は、同じ面に開口する溝同士では
５０ｍｍとし、反対面に開口する溝とは９０ｍｍとした。また、板基材の一番端側に存在
する溝は、板基材の端から５０ｍｍの箇所に設けた。すなわち、板基材２には、長さａ（
９０ｍｍ）の一単位と長さｂ（５０ｍｍ）の一単位が繰り返されるように折曲用溝３が形
成されている。折曲用溝３の深さは、図１Ｂの一部拡大図に模式的に示すように、板基材
２が完全に分断されるが、溝開口面と逆の板面に貼付された紙シート４を傷つけない深さ
に調節した。折曲用溝３で区切られた区画を一単位として、同面に開口する溝によって挟
まれた一単位（長さｂの単位）の溝開口側の面、および板の両端に存在する単位（長さｂ
の単位）の溝開口側の面に接着剤を塗布し、溝の開口同士あるいは閉端同士が向かい合う
ように各板基材を積層して、板基材同士を貼り合わせた。貼り合わせ後に、板基材の幅を
揃えるため、板基材の長さ方向沿いの縁にカンナをかけ、目的とする幅（本実施例では３
０ｍｍ）に加工した。
【００２９】
　図１Ｂに示すとおり、板基材２はそれぞれ、隣接する板基材２（上または下に積層され
た板基材）と接着される一単位と当該板基材と接着されない三単位の繰り返しにより、隣
接する板基材と連結されており、前記接着される一単位は、同じ面に開口する溝によって
挟まれた一単位（すなわち、上下の板基材のＶ字開口同士が向かい合うので、断面が◇状
を形成する溝２組によって挟まれている単位）か、板基材両端部の一単位であり、溝開口
側の面のみが隣接する板基材と接着された構成となっている。したがって、上および下に
板基材が積層された真ん中の板基材を中心として見た場合、接着単位の接着面は、非接着
単位を介在して、上下交互に繰り返される構成となっている。
　また、図１Ｂの一部拡大図に模式的に示すように、板基材の両面にはフレキシブルシー
ト４が貼着されており、折曲用溝３の存在する箇所では、溝先端側のフレキシブルシート
一層を残して、板基材２が完全に分断されていて、フレキシブルシート４により、溝両側
の単位が折り曲げ可能に繋がった状態となっている。
【００３０】
　基本的に、接着される一単位は、同じ面に開口する溝によって挟まれた一単位である。
本実施例では板基材の端部に存在する単位は、端に溝が形成されていないため、同じ面に
開口する溝によって挟まれていないが、本来の繰り返し配置からすれば、同じ面に開口す
る溝によって挟まれるはずの単位である。したがって、本実施例では、板基材の端部に存
在する一単位も、溝開口側の面により隣接する板基材と接着されている。
【００３１】
　図２に、図１の木質構造体を伸展した状態を示す。図２に示すように、木質構造体１を
伸展すると、六面で囲まれたセルが多数出現する。図２は、六角形が完全に形成された状
態を示すが、図３～５の写真（各写真の縮尺は完全に同一ではない）に示すように、セル
の形は自在に変形させることができるので、縦横いずれのサイズ変更にも対応可能である
。折曲用溝３の両側の単位は、フレキシブルシート（本実施例では紙製のシート）により
皮一枚で繋がった状態であるため、自在に折曲可能であり、また、図２に示すように全て
の折曲用溝３が屈曲方向（折曲用溝を挟む両側の単位により１８０度未満の角度が形成さ
れる方向）と反対側に開口しているため、各溝を挟む単位のうち一方を、溝開口と反対側
に折り返して他方の単位と重ね合わせることも可能であり、各溝全てを自在に屈曲させて
、セルの形状を任意に変更させることができる。したがって、フラッシュパネルのコア材
として用いる際にも、板基材を切断せずに縦横のサイズ調整が可能であるため、汎用性が
非常に高い。また、板基材の幅についても、積層状態としてカンナをかけることにより、
複数の板基材をまとめて削ることができるため、現場で容易に調節することができる。
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　なお、実施例１では、板基材の長さ６１０ｍｍ／板基材の枚数８枚の小サイズモデルで
説明したが、実際のフラッシュ扉用として用いる場合は、積層枚数１０～１５枚程度とす
るのが適切であり、このサイズの木質構造体でも、同様の効果を得ることができる。
【実施例２】
【００３２】
　実施例１で製造した第一の木質構造体と同様の木質構造体をコア材として用いて、フラ
ッシュ扉（８００ｍｍ×２０００ｍｍ）を作成した。まず、厚み３５ｍｍ・幅３０ｍｍの
板材にて８００ｍｍ×２０００ｍｍの外枠を作成し、さらに横方向に平行な２枚の仕切り
板（厚み３５ｍｍ・幅３０ｍｍ）で当該枠内を３つの区画に区切り、この３つの区画それ
ぞれにコア材（板基材の枚数が１０枚である以外は実施例１の木質構造体と同じ構成を持
つ）を収納し、これらを８００ｍｍ×２０００ｍｍの面材でサンドイッチすることにより
フラッシュ扉を作成した。面材として、厚さ２．７ｍｍのＭＤＦを用い、面材と枠材・コ
ア材は、酢酸ビニルエマルジョン型接着剤（アイカ工業製）で接着した。接着剤の塗布量
が１４０ｇ／ｍ２（表中では１４０と表示）および、１９０ｇ／ｍ２（表中では１９０と
表示）の２種類のフラッシュ扉を作成した。また、従来品である紙製のハニカムコア（長
さ６１０ｍｍ・幅３０ｍｍ・厚さ約１ｍｍの段ボール１２枚からなる）と上記の面材を用
いて上記と同様のフラッシュ扉を作成し、比較例とした。作成した各フラッシュ扉につい
て温度湿度を制御できる恒温恒湿室の扉部分にフラッシュ扉を設置し、恒温恒湿室内の温
湿度を変化させたときの恒温恒湿室側と逆の面における面材の変位量を測定した。温湿度
は、５０℃／３０％Ｒ．Ｈ．→５０℃／７５％Ｒ．Ｈ．→５０℃／３０％Ｒ．Ｈ．に変化
させた。保持時間は各４時間とし、測定点はフラッシュ扉中心部分とした。結果を表１に
示す。表中の単位はｍｍであり、フラッシュ扉が恒温恒湿室側に反った場合をマイナスの
数値、恒温恒湿室と反対側に反った場合を符号なしの数値で表した。
【００３３】
【表１】

【００３４】
　実施例２の結果から、本発明にかかる木質構造体をコア材として用いた場合、従来の紙
製ハニカムコアと比較して、反りが生じにくいフラッシュ扉を製造できることが分かる。
　また、本発明にかかる木質構造体は、面材と同じく木質であるため、紙製ハニカムコア
と比べて接着剤の選定が容易である。さらに、従来の紙製ハニカムコアに比べて厚みが大
きいため接着剤の塗布が容易であり、且つ、接着面積が広いため面材と強固に接着させる
ことができる。
【実施例３】
【００３５】
　実施例２で試作したフラッシュ扉（１９０／１４０／比較品）を４０ｍｍ×４０ｍｍに
切り出して、両表面にエポキシ樹脂接着剤でナット付き鉄板を接着し、引っ張り力を加え
最大荷重を求めた。試料として両面が１枚の板基材で接着された部分のものと、２枚の板
基材で接着された部分のもの２種類を切り出して試験に用いた。試験機として、インスト
ロン材料試験機1123型を用い、試験速度は５ｍｍ／ｍｉｎとした。結果を表２に示す。表
中の数値の単位はＮ（ニュートン）である。
【００３６】
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【表２】

【００３７】
　実施例３の結果から、本発明の木質構造体をコア材として用いた場合、従来の紙製ハニ
カムコアと比較して、２倍から３倍の表面強度を有するフラッシュパネルが製造できるこ
とが確認できた。
【実施例４】
【００３８】
　本発明の第二の木質構造体（１）を製造した。図６にその構造を模式的に示す。Ａは伸
展状態、Ｂは折り重ね状態であり、Ｃは伸縮用板部材を拡大して模式的に示す図である。
　板基材２および伸縮用板部材５には、実施例１と同様、両面に紙シート４が貼付された
化粧材の端材（厚み３ｍｍ／幅約３０ｍｍ）を使用した。板基材２の長さは６００ｍｍと
した。伸縮用板部材５の長さは３２０ｍｍとし、断面Ｖ字型で幅方向と平行な折曲用溝３
を同じ面に３本設けて板部材５を４つの単位に区切った。各単位の長さは８０ｍｍ／８０
ｍｍ／８０ｍｍ／８０ｍｍとした。両端の各一単位の溝開口側の面を、上または下の板基
材と接着し（接着単位７）、図に示すように２つの非接着単位６が開閉可能な＜形状をな
す構成とした。伸縮用板部材５は、板基材２の長さ方向に複数設け、完全に折り畳んだ際
に、互いに重ならないよう間隔を開けて配置した。
【００３９】
　図６Ｃに示すように、伸縮用板部材５の折曲用溝３は全て、同じ板面に開口するよう形
成され、この溝開口面が板基材２と接着されるため、フレキシブルシート４を破断させる
ことなく、接着単位７と重ならない方向向きに、２つの非接着単位６を折り重ねることが
できる。したがって、接着単位と非接着単位が重ならないため、板基材間の距離を効率よ
く縮めることができる。また、接着単位７の板面と板基材の板面とを接着させるため、接
着が容易であるとともに、強固に接着させることができる。
　本実施例の木質構造体は、積層方向（縦方向）に対して縮めることができるため、保管
や持ち運びの際に便利であり、使用時には適宜縦方向に板部材を伸ばして使用することが
できる。第一の木質構造体と異なり、板基材の長さ方向（横方向）への伸縮はできないた
め、必要に応じてカットして使用する必要がある。
【実施例５】
【００４０】
　本発明の第二の木質構造体（２）を製造した。図７にその構造を模式的に示す。Ａは伸
展状態、Ｂは折り重ね状態であり、Ｃは伸縮用板部材を拡大して模式的に示す図である。
　板基材２および伸縮用板部材５には、実施例１と同様、両面に紙シート４が貼付された
化粧材の端材（厚み３ｍｍ／幅約３０ｍｍ）を使用した。板基材２の長さは６００ｍｍと
した。伸縮用板部材５の長さは４７０ｍｍとし、幅方向に平行な断面形状がＶ字型の折曲
用溝３を同じ面に６本設けて板部材５を７つの単位に区切った。各単位の長さは２５ｍｍ
／９０ｍｍ／９０ｍｍ／６０ｍｍ／９０ｍｍ／９０ｍｍ／２５ｍｍとした。両端の各一単
位の溝開口側の面を下の板基材と接着し、真ん中の単位（端から４番目の単位）を上の板
基材と接着し、いずれの板基材とも接着されない二単位を挟んで、その両側の一単位が、
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当該伸縮用板部材を挟む板基材の一方ずつに、板面同士により接着される構成とした。す
なわち、図７Ａに示すように、伸縮用板部材５に囲まれた六角形状のセルが形成され、４
つの非接着単位６は、２つ一組となり、開閉可能な＜形状および＞形状をなす。伸縮用板
部材５は、板基材２の長さ方向に複数設け、完全に折り畳んだ際に、互いに重ならないよ
う間隔を開けて配置した。
【００４１】
　実施例４の木質構造体と同様、本実施例の木質構造体でも、伸縮用板部材５の折曲用溝
３は全て、同じ板面に開口するよう形成され、この溝開口面が板基材２と接着されるため
、フレキシブルシート４を破断させることなく、接着単位７と重ならない方向向きに、２
対の非接着単位６を折り重ねることができる。
　本実施例の木質構造体は、積層方向（縦方向）に対して縮めることができるため、保管
や持ち運びの際に便利であり、使用時には適宜縦方向に板部材を伸ばして使用することが
できる。第一の木質構造体と異なり、板基材の長さ方向（横方向）への伸縮はできないた
め、必要に応じてカットして使用する必要がある。
【００４２】
　実施例４または５に示す本発明の第二の木質構造体も、第一の木質構造体と同様、木質
材料からなる面材との接着性が高く、紙製ハニカムコアに比べて強度が高いため、フラッ
シュパネル用のコア材として用いるのに好適である。また、第二の木質構造体は、積層方
向にしか伸びないため、一番上および一番下の板基材に、板基材と同じ長さと幅で、厚み
が１５～４０ｍｍ程度の、板材（芯材）を接着して、木質構造体の強度をより高めてもよ
い。
　なお、第一の木質構造体は、第二の木質構造体をさらに発展させたものであり、よりコ
ンパクトに折り畳めるだけでなく、縦横いずれの方向にも伸縮可能であるという非常に優
れた利点を有する。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明の木質構造体は、フラッシュパネルのコア材として用いるのに非常に適しており
、建具の性能を向上させることができる（反り曲がりを防ぐ）。また、現在再利用されず
に焼却処分されている化粧板の端材を利用することができるため、木質資源のリサイクル
やゼロ・エミッションといった課題に対応可能であり、資源の枯渇が世界的に問題となっ
ている木質資源を有効に活用することができる。また、廃材を利用できるため、コストの
削減にも資する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、本発明にかかる第一の木質構造体の一実施例について、積層状態（板基
材が折り重なった状態）を模式的に示す図であり、Ａは側面図、Ｂは正面図および一部拡
大図、Ｃは底面図である。
【図２】図２は、図１の木質構造体を伸展した状態を示す図である。
【図３】図３は、図１と同じ構成を有する木質構造体の写真であって、伸縮状態を変化さ
せた状態を示す。
【図４】図４は、図１と同じ構成を有する木質構造体の写真であって、伸縮状態を変化さ
せた状態を示す。
【図５】図５は、図１と同じ構成を有する木質構造体の写真であって、伸縮状態を変化さ
せた状態を示す。
【図６】図６は、本発明にかかる第二の木質構造体の一実施例であって、Ａは伸展状態、
Ｂは折り重ね状態、Ｃは伸縮用板部材を拡大して模式的に示す。
【図７】図７は、本発明にかかる第二の木質構造体の別の実施例であって、Ａは伸展状態
、Ｂは折り重ね状態、Ｃは伸縮用板部材を拡大して模式的に示す。
【符号の説明】
【００４５】
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１　木質構造体
２　板基材
３　折曲用溝
４　フレキシブルシート
５　伸縮用板部材
６　非接着単位
７　接着単位

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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